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食品健康影響評価の結果の通知について

平成22年 10月29日付け厚生労働省発食安 10 2 9第 1号をもって貴省から当

委員会に意見を求められた transー2ーペンテナールに係る食品健康影響評価の結果

は下記のとおりですので、食品安全基本法(平成 15年法律第48号)第 23条第2

項の規定に基づき通知します。

なお、食品健康影響評価の詳細は別添のとおりです。

記

trans-2寸ペンテナールは、食品の着呑の目的で使用する場合、安全性に懸念がな

いと考えられあ。
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